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 １  指導監査について 

介護サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法

１ 指導

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、 

改善の必要があると認められる事項について適切な運用を求めるために、介護保険 

法第２３条の規定に基づき実施します。 

(1) 集団指導

原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式により

指導を行います。集団指導の資料については、資料の配付は行いませんので、事前

に岡山市事業者指導課ホームページよりダウンロードの上、印刷して持参していた

だくようお願いしています。

(2) 実地指導

介護サービス事業者等の事業所において、指導担当者が実地により関係書類等の 

確認及びヒアリングを行うことにより実施します。

   ○指導内容について

     介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、

   設備、運営及び介護報酬請求について指導します。（必要に応じて過誤調整を指導

   する場合があります。）

   ア 事前に提出を求める書類等（主なもの）

    ・利用申込者及び家族等に対し交付し説明する「重要事項説明書」

    ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月又は４週間）

    ・緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所(利用)者（入所･通所系ｻｰﾋﾞｽのみ）

       ・自己点検シート（人員・設備・運営編）

    ・自己点検シート（介護報酬編） その他

   イ 実地指導日に準備すべき書類等については、実地指導通知文に記載しますが、

    必要な都度速やかに提示できるよう準備をお願いします。

２ 監査

入手した各種情報により、人員・設備及び運営基準等の指定基準違反や、不正請求 

  等が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保 

  険法第５章の規定に基づき実施します。

各種情報とは、

①通報・苦情・相談等に基づく情報

   ②国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

   ③国民健康保険団体連合会・保険者からの通報

   ④介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示す事業者情報

   ⑤介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報
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    等の幅広い情報であり、これらの情報から指定基準違反や不正請求が認められる

   場合には、厳正かつ機動的な対応を行います。  

なお、原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施するなど、

機動的かつ、より実効性のある方法で行っています。

３ 報酬請求指導の方法  

指導担当者が、加算等体制の届出状況並びに介護報酬（基本単位及び各種加算） 

  の請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬基準に適合しない取 

扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基準に定められた算 

定要件の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導するとともに、過去 

の請求について自己点検の上、不適切な請求となっている部分については過誤調整と 

して返還を指導します。 

４ 過誤調整の返還指導（※監査における不正請求は、保険者より返還命令）

実地指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、原則として次のとおり取 

  り扱います。

     ①介護サービス提供の記録が全くない場合は、サービス提供の挙証責任が果たせて 

    いないため返還を指導します。 

     ②報酬算定に係る告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない場合は 

返還を指導します。 

     ③加算報酬上の基準要件を一つでも満たしていない場合や、解釈通知に即したサ 

ービス提供を実施していないことにより加算本来の趣旨を満たしていない場合 

は、返還を指導します。※

④加算報酬上の基準要件を満たし、解釈通知に即したサービス提供を行っている 

が、不適切な取扱いが認められる場合や、解釈通知に即したサービス提供を実施 

していないものの、加算本来の趣旨を満たしていないとまではいえない場合は、 

適切な取扱いとなるよう指導します。

   ※平成１９年３月１日付 厚生労働省介護保険指導室事務連絡 『「報酬請求指導マ

    ニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについて』参照。
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行 政 処 分 案 件（平成２６年度）

○ 指定の全部の効力の停止処分（１事業者、２事業所） 

 １ サービス種類

    通所介護・介護予防通所介護

 ２ 処分内容

    指定の全部の効力の停止４か月（Ａ事業所） 

    指定の全部の効力の停止３か月（Ｂ事業所） 

３ 処分年月日 

    平成２６年１０月２７日 

４ 処分の原因となる事実等

  (1) 人員基準違反

     Ａ事業所では平成２５年６月～平成２６年６月にかけて、Ｂ事業所では平成 

２５年５月において、通所介護のサービス提供日ごとに配置すべき看護職員が、 

配置されていない日があった。 

             （法第77条第1項第3号、法第115条の9第1項第2号）

  (2) 運営基準違反

     別の事業所の看護師の氏名を記載して、当該看護師が勤務したように装った、 

虚偽の勤務実績表を作成するとともに、サービス提供記録である「業務日誌」及 

び「介護記録」を書き換えて、実際には勤務していない看護師が勤務したように 

装った。 

（法第77条第1項第4号、法第115条の9第1項第3号） 

 (3) 不正請求

     配置された看護職員の員数が、人員基準上満たすべき員数を下回っていたため 

に、介護報酬を減算して請求すべき月があったにもかかわらず、減算せず、不正 

に介護報酬を請求し、受領した。 

（法第77条第1項第6号、法第115条の9第1項第5号） 
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会 計 検 査 院 指 摘 事 項 

○ 検査の結果 （会計検査院「平成２５年度決算報告の概要」からの抜粋） 

検査の結果、78事業者に対して176市区町村等が行った平成18年度から25年度までの間にお 

ける介護給付費の支払について、87,950件、306,675,634円が過大であり、これに対する国の 

負担額98,988,375円が不当と認められる。

 １ 居宅介護支援 （特定事業所集中減算他）

 44事業者は、居宅サービス計画における訪問介護等に係る介護サービスの提供総数の 

 うち、正当な理由なく同一の事業者によって提供されるこれらのサービスの占める割合 

 が 100分の90を超えていたのに特定事業所集中減算を行っていなかったり、減算となる 

 期間には算定できない特定事業所加算（Ⅱ）を算定したりしていた。このため、介護給付 

費60,030件、159,929,759円の支払が過大であり、これに対する国の負担額 50,991,891 

円は負担の必要がなかった。

 ２ 通所介護 （事業所規模区分誤り）       ※通所リハビリテーションも同様

 23事業者は、介護報酬の算定に当たり、事業所の規模区分を誤るなどしていた。この 

ため、介護給付費21,685件、109,639,330円の支払が過大であり、これに対する国の負担

額 36,994,620円は負担の必要がなかった。

 ※ 会計検査院の指摘を踏まえた留意事項は、各サービス編を参照してください。
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 ２  介護保険制度改正の主な内容について 

１ 全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に 

移行し、多様化 

 (1) 予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の 

取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービス提供できる 

よう、地域支援事業（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）の形式に見直す。 

→ 岡山市においては、平成２９年度に総合事業へ移行する。 

(2) 平成２７年３月３１日において、介護予防訪問介護、介護予防通所介護に係る指定を受け 

ている事業者については、総合事業による事業者指定を受けたものとみなす。 

＜みなし指定の対応表＞ 

既存の指定（平成27年3月31日） 
指定を受けたものとみなされる 

総合事業の指定（みなし指定） 

介護予防訪問介護に係る介護予防 

サービス事業者に係る指定 

訪問型サービス（第１号訪問事業） 

に係る事業者の指定 

介護予防通所介護に係る介護予防 

サービス事業者に係る指定 

通所型サービス（第１号通所事業） 

に係る事業者の指定 

(3) 事業者がみなし指定を希望しない場合は、平成２７年３月３１日までに、「別段の申出」 

（みなし指定を不要とする旨の申出）をしたときは、総合事業のみなし指定を行わない。 

 (4) 予防給付から総合事業への移行期間中である平成２７年度から平成２９年度までの間に 

あっては、予防給付（指定介護予防サービス事業者の指定）による指定の効力も残るため、 

みなし指定について「別段の申出」をしない事業者は、総合事業の指定と、予防給付による 

指定の２つが効力を生じる。 

 (5) 予防給付のうち、訪問介護・通所介護以外のサービスは、引き続き予防給付によるサービ 

  ス提供を継続する。

２ 小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行

 (1) 小規模な通所介護事業所（利用定員１８人以下の予定）については、少人数で生活圏域に 

密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性の確保、また、市町村 

が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う必 

要があるため、平成２８年４月１日から地域密着型サービスに移行することとなる。 

(2) 地域密着型サービスへ移行した場合は、利用者・家族、地域住民の代表者、市の職員等に 

 より構成される「運営推進会議」を定期的に開催する必要がある。 
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３ 特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に重点化（既入所者は除く） 

  ※要介護１・２でも一定の場合には入所可能

(1) 平成２７年４月から、原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、

 在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化する。

(2) 他方で、要介護１・２の方についても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が

著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に入所するこ

とが可能。（特例入所）

４ 一定以上所得者の利用者負担の見直し

(1) 負担割合の引き上げ 【平成２７年８月施行】 

要支援、要介護認定を受けた者には全員、利用者負担の割合（１割又は２割）を記載した 

「介護保険負担割合証」が発行される。 

 事業者は、平成２７年８月以降「介護保険負担割合証」により、利用者負担の割合を必ず 

確認すること。 

(2) 負担上限の引き上げ（高額介護サービス費の見直し） 【平成２７年８月施行】 

市民税課税世帯の者は、上限額が一律３７，２００円であるが、その中で現役並み所得者 

については、上限額が４４，４００円に引き上げられる。 

５ 補足給付の見直し（資産等の勘案） 

(1) 預貯金等の勘案   【平成２７年８月施行】 

単身では１，０００万円、夫婦世帯では２，０００万円を超える預貯金等がある場合は、 

補足給付の対象外となる。

(2) 配偶者の所得の勘案 【平成２７年８月施行】 

世帯分離をしている配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外となる。

(3) 非課税年金の勘案  【平成２８年８月施行】 

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する。
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